
■外部寄稿

はじめに	
　2024年度税制改正において、「賃上げ促進税制」が
拡大及び延長されました。改正点としては、企業分類
について、従前の「大企業」が「大企業」と「中堅企業」
に区分されたほか、中小企業に対しては、納税が発生
しない赤字企業でも減税額を翌年度以降に適用できる
ように繰越控除制度（5年間）が創設されました。
　加えて、従業員に対する人材育成や福利厚生に対す
る上乗せ要件が見直され、教育訓練費の適用要件が
緩和されたほか、子育てや女性活躍を支援した企業
への上乗せ要件が創設されました。
　また、このような税制面からの賃上げ促進だけでな
く、近年では、賃上げを支給要件とする補助金や、非
正規雇用労働者の正規化に対する助成金など、多方面
から賃上げを促進する施策が講じられています。
　本稿においては、改正後の「賃上げ促進税制」と各
種補助金における賃上げの要件や優遇策等について
解説します。

１．賃上げ促進税制について　　　　　　　　
（１）概要
　賃上げ促進税制は、従業員の賃上げや人材育成への
投資に積極的な企業が、要件に応じて所定の税額控除
を受けられる制度です。
　これまでは「大企業向け」と「中小企業向け」で内容
が分かれていましたが、2024年度の税制改正で、「中
堅企業向け」が新設されました。中小企業向けの制度
では給与などの増加額に対する一定の控除率を法人税
（個人事業主の場合は所得税）から税額控除すること
ができます。
　なお、中小企業においても、制度の要件を満たす場
合には、中堅企業向けや大企業向けの制度を適用する
ことも可能です。

（２）中小企業向け制度の詳細
①適用要件と控除率　
　中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を

提出している中小企業者等（資本金１億円以下の法人、
又は従業員数1,000人以下の個人事業主）が、一定の
要件を満たした上で、前年度より雇用者給与等支給額
（全雇用者に対する給与等の支給額）を増加させた場
合、その増加額の一部を法人税（個人事業主は所得税）
から税額控除できる制度です。なお、給与支払額の定
義は以下のとおりで、雇用者給与等支給額には、役員
に対する報酬や役員の親族等に対する給与は含まれま
せん。

　中小企業向けの適用要件と控除率は下表のとおりで、
給与等支給額の増加率に応じた控除に加えて、人材育
成や福利厚生など一定の要件を満たす場合には控除率
が上乗せされ、最大で給与等支給額の増加額の45%
が税額控除されることとなります（ただし、控除上限額
は法人税額の20％となります）。

②上乗せ要件（教育訓練費）
　教育訓練費とは、国内の雇用者の職務に必要な技術
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＋5％
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又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費
用のうち一定のものをいいます。
　具体的には、企業が教育訓練等を自ら行う場合の費
用（外部講師謝金や外部施設使用料等）、他の者に委
託して教育訓練等を行わせる場合の費用（研修委託費
等）、他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用
（外部研修参加費等）などをいいます（下表参照）。なお、
役員や役員の親族、個人事業主本人とその親族などの
特殊関係者に対するものは対象となりません。
　また、適用年度及び前年度に実施した教育訓練の実
施時期、実施内容および実施期間、受講者の氏名等、
支払証明（領収書等）を記載した明細書を作成し保存
しておく必要があります。
　教育訓練費の具体例としては以下のようなものが該当
します。

③上乗せ要件（子育て支援策等）
　子育て支援策等に対する上乗せ控除を受ける要件と
しては、下表のいずれか（「くるみん」又は「えるぼし」）
による認定が要件となっています。

　両制度とも、基準の充足度に応じてランクが設定さ
れており、「くるみん」では２区分、「えるぼし」では３区
分で評価されています。
　上記の「くるみん」認定及び「えるぼし」認定（二段階
目以上）については、「賃上げ促進税制」の適用を受け
る事業年度中に認定を取得した場合が対象となります。
　なお、「くるみん」認定については、2022年4月1日
以降の基準を満たした「くるみん」認定を取得した場合
に限り適用が可能であり、それ以前の基準で取得した
ものについては適用要件の対象となりませんので留意し
てください。
④繰越税額控除制度（中小企業向けのみ）
　これまで賃上げ促進税制を活用できなかった赤字企
業についても、賃上げを促進する観点から「繰越税額
控除制度」が創設されました。中小企業者等税額控除
限度額（雇用者給与等支給増加額×控除率）のうち控
除しきれない額（繰越税額控除限度超過額）がある場
合には、5年間の繰越が認められます。
　未控除額を翌年度以降に繰り越す場合は、未控除
額が発生した年度の申告で、「給与等の支給額が増加し
た場合の法人税額の特別控除に関する明細書」の提出
が必要となり、また、繰越税額控除をする事業年度に
おいて、全雇用者の給与等支給額が前年度より増加し
ている場合に限り、適用が可能となりますので留意して
ください。

　上記の具体例では、2024年度の法人税申告で「給
与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除
に関する明細書」の提出が必要となります。また、
2024年度及び2025年度の法人税申告で「繰越税額控
除限度超過額の明細書」を提出する必要があります。
　その後、税額控除の適用を受ける2026年度及び
2027年度では、全雇用者の給与等支給額が前年度よ
り増加している必要があり（2025年度は増加していなく

　＜教育訓練費の具体例＞
大学等の教授等による座学研修や専門知識の伝授のほか、
技術指導員等による技術・技能の現場指導などを行う費用
・

外部の専門家・技術者に対し、契約により、継続的に講義・
指導等の実施を依頼する場合の費用
・

講義・指導の対価として外部講師等に支払う報酬や招聘に
要する交通費、宿泊費、食費等
・

施設、設備等を賃借又は使用して、教育訓練等を自ら行う費
用（施設費、会場費、レンタル料など）
・

大学院コース等に参加させる場合に大学院等に支払う授業
料等聴講に要する費用
・

職務に必要な技術・知識の習得又は向上のため、教育訓練
等を行っている外部教育機関（民間教育会社、公共職業訓練
機関、商工会議所等）に委託して行う教育訓練等の費用

・

他の者が行う教育訓練等の講座等（研修講座、講習会、研修
セミナー、技術指導等）に参加させるための授業料、受講料、
参加料、指導料、通信教育に係る費用等

・

認定制度の内容認定制度

くるみん
以上

えるぼし
二段階目
以上

次世代育成支援対策推進法に基づいて一般事
業主行動計画を策定した企業のうち、計画に
定めた目標を達成して一定の基準を満たした
企業として厚生労働大臣から「くるみん認定」
を受けること

一般事業主行動計画の策定を行った企業のう
ち、女性の活躍推進に関する取組みの実施状
況が優良である等の一定の要件を満たした企
業として、厚生労働大臣の「えるぼし認定」を受
けること

【具体例】
2024年度に賃上げし、給与等支給額の増加額が1,000万円
（増加率3.0％）の企業の場合
⇒繰越税額控除額300万円（1,000万円×30％）

2024年度（赤字）
法人税額０円

繰越税額控除
300

法人税額
320（減税後） 80

220法人税額1,080（減税後）

2025年度（赤字）
法人税額０円

2026年度（黒字）
法人税額400万円

2027年度（黒字）
法人税額1,300万円

【繰越税額控除制度のイメージ図】

2024年6月号　　筑波経済月報 19



ても問題ありません）、法人税申告で「控除の対象とな
る繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び
当該金額の計算に関する明細を記載した書類」を提出
する必要があります。
⑤具体例
　中小企業向けを適用する場合の具体例は、以下のよ
うになります。 

（３）中堅企業向け制度の詳細
①適用要件と控除率
　2024年度の税制改正では、「中堅企業向け」の賃
上げ促進税制が新設されました。中堅企業とは、青
色申告書を提出する法人で常時使用する従業員の数
が2,000人以下の企業又は個人事業主とされていま
すので、中小企業も含まれることとなります。この
ため、適用要件を満たす場合には、中小企業は有利
な方を適用することが可能です。
　なお、中堅企業のうち資本金10億円以上かつ従業員
数1,000人以上の企業は、マルチステークホルダー方
針の公表及び経済産業省への届出が必要となります。

　また、中小企業向けの制度と同様に、人材育成や
福利厚生など一定の要件を満たす場合には、控除率
が上乗せされ、最大での給与等支給額の増加額の
35%を税額控除されることとなります（ただし、控
除上限額は法人税額の20％となります）。
　なお、中小企業向けと異なり、先述の「繰越控除
制度」は設けられていませんので留意してください。
　下表のとおり、中小企業向けとの大きな違いは、
中小企業向けが、「雇用者給与等支給額（全雇用者

に対する給与等の支給額）」の増加が要件でしたが、
中堅企業向けでは「継続雇用者給与等支給額」の増
加が要件となっている点にあります。

②継続雇用者
　「継続雇用者」とは、以下のように定義されています。

　具体的には、前年度と当年度の期間（24か月間）
に欠けることなく各月勤務している雇用保険適用の
従業員で、前年度及び当年度のいずれかに中途入社
した従業員や退職した従業員は含まれません。また、
途中で定年等により継続雇用制度に移行した従業員
も含まれません。
　例えば、下表のように、前年度（2023年）及び当
年度（2024年度）の期間の一部しか在籍していない
Ａさん、前年度及び当年度の期間の中途で入社したＢ

＜賃上げ及び教育訓練を実施した場合の例＞
・  賃上げにより全雇用者への給与等支給額が前年比で500万
　円増加（増加率2.5％以上）
・  従業員に対する研修等により、教育訓練費が前年比で5％
　以上増加（かつ全雇用者への給与等支給額の0.05％以上）
・  控除率＝30％（通常要件）＋10％（上乗せ要件）＝40％

①税引前当期利益5,000万円、法人税（減税前）1,200万円の場合
　税額控除額＝500万円×40％＝200万円
　控除限度額＝1,200万円×20％＝240万円⇒減税額200万円

②税引前当期利益1,500万円、法人税（減税前）300万円の場合
　税額控除額＝500万円×40％＝200万円
　控除限度額＝300万円×20％＝60万円⇒減税額60万円※

※控除しきれない140万円は翌年度に繰越し

＜マルチステークホルダー方針とは＞
法人が事業を行う上での、従業員や取引先等の様々なス
テークホルダーとの関係の構築の方針として、賃金引上
げ、教育訓練等の実施、取引先との適切な関係の構築等
の方針を記載したものをいいます。

【中堅企業向けの適用要件等】
適用要件

通常
要件

10％

25％

＋5％

＋5％

上乗せ
要件

控除率

継続雇用者の給与等支給額が前年度と
比べて3.0%以上増加

継続雇用者の給与等支給額が前年度と
比べて4.0%以上増加

教育訓練費の額が前年度と比べて10％
以上増加し、かつ、全雇用者に対する給
与等支給額の0.05％以上であること

企業の子育て支援策等に対する所定の
認定

＜継続雇用者とは＞
前事業年度及び適用事業年度の全ての月分の給与等の支
給を受けた国内雇用者であって、前事業年度及び適用事
業年度の全ての期間において雇用保険の一般被保険者で
あり、かつ前事業年度及び適用事業年度の全て又は一部
の期間において高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制
度の対象となっていない者をいいます。

2023年度

4月 5
A
B
C
D

6 7
入社

8 9 10 11 12 1 2 3

2024年度

4月 5
A
B
C
D

6 7
退職

入社

退職

定年
↑定年のため継続雇用制度に移行

8 9 10 11 12 1 2 3
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ても問題ありません）、法人税申告で「控除の対象とな
る繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び
当該金額の計算に関する明細を記載した書類」を提出
する必要があります。
⑤具体例
　中小企業向けを適用する場合の具体例は、以下のよ
うになります。 

（３）中堅企業向け制度の詳細
①適用要件と控除率
　2024年度の税制改正では、「中堅企業向け」の賃
上げ促進税制が新設されました。中堅企業とは、青
色申告書を提出する法人で常時使用する従業員の数
が2,000人以下の企業又は個人事業主とされていま
すので、中小企業も含まれることとなります。この
ため、適用要件を満たす場合には、中小企業は有利
な方を適用することが可能です。
　なお、中堅企業のうち資本金10億円以上かつ従業員
数1,000人以上の企業は、マルチステークホルダー方
針の公表及び経済産業省への届出が必要となります。

　また、中小企業向けの制度と同様に、人材育成や
福利厚生など一定の要件を満たす場合には、控除率
が上乗せされ、最大での給与等支給額の増加額の
35%を税額控除されることとなります（ただし、控
除上限額は法人税額の20％となります）。
　なお、中小企業向けと異なり、先述の「繰越控除
制度」は設けられていませんので留意してください。
　下表のとおり、中小企業向けとの大きな違いは、
中小企業向けが、「雇用者給与等支給額（全雇用者

に対する給与等の支給額）」の増加が要件でしたが、
中堅企業向けでは「継続雇用者給与等支給額」の増
加が要件となっている点にあります。

②継続雇用者
　「継続雇用者」とは、以下のように定義されています。

　具体的には、前年度と当年度の期間（24か月間）
に欠けることなく各月勤務している雇用保険適用の
従業員で、前年度及び当年度のいずれかに中途入社
した従業員や退職した従業員は含まれません。また、
途中で定年等により継続雇用制度に移行した従業員
も含まれません。
　例えば、下表のように、前年度（2023年）及び当
年度（2024年度）の期間の一部しか在籍していない
Ａさん、前年度及び当年度の期間の中途で入社したＢ

＜賃上げ及び教育訓練を実施した場合の例＞
・  賃上げにより全雇用者への給与等支給額が前年比で500万
　円増加（増加率2.5％以上）
・  従業員に対する研修等により、教育訓練費が前年比で5％
　以上増加（かつ全雇用者への給与等支給額の0.05％以上）
・  控除率＝30％（通常要件）＋10％（上乗せ要件）＝40％

①税引前当期利益5,000万円、法人税（減税前）1,200万円の場合
　税額控除額＝500万円×40％＝200万円
　控除限度額＝1,200万円×20％＝240万円⇒減税額200万円

②税引前当期利益1,500万円、法人税（減税前）300万円の場合
　税額控除額＝500万円×40％＝200万円
　控除限度額＝300万円×20％＝60万円⇒減税額60万円※

※控除しきれない140万円は翌年度に繰越し

＜マルチステークホルダー方針とは＞
法人が事業を行う上での、従業員や取引先等の様々なス
テークホルダーとの関係の構築の方針として、賃金引上
げ、教育訓練等の実施、取引先との適切な関係の構築等
の方針を記載したものをいいます。

【中堅企業向けの適用要件等】
適用要件

通常
要件

10％

25％

＋5％

＋5％

上乗せ
要件

控除率

継続雇用者の給与等支給額が前年度と
比べて3.0%以上増加

継続雇用者の給与等支給額が前年度と
比べて4.0%以上増加

教育訓練費の額が前年度と比べて10％
以上増加し、かつ、全雇用者に対する給
与等支給額の0.05％以上であること

企業の子育て支援策等に対する所定の
認定

＜継続雇用者とは＞
前事業年度及び適用事業年度の全ての月分の給与等の支
給を受けた国内雇用者であって、前事業年度及び適用事
業年度の全ての期間において雇用保険の一般被保険者で
あり、かつ前事業年度及び適用事業年度の全て又は一部
の期間において高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制
度の対象となっていない者をいいます。

2023年度

4月 5
A
B
C
D

6 7
入社

8 9 10 11 12 1 2 3

2024年度

4月 5
A
B
C
D

6 7
退職

入社

退職

定年
↑定年のため継続雇用制度に移行

8 9 10 11 12 1 2 3
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外部寄稿

（４）大企業向け制度の詳細	
①適用要件と控除率
　大企業向けの賃上げ税制の対象は、企業規模の要
件はなく、青色申告書を提出する全企業又は個人事業
主であり、中小企業や中堅企業も含まれる全企業向け
となっています。
　なお、中堅企業向けと同様に、「資本金10億円以上
かつ従業員数1,000人以上」もしくは「従業員数2,000
人超」の企業は、マルチステークホルダー方針の公表
及び経済産業省への届出が必要となります。
　また、中小企業向け、中堅企業向けの制度と同様に、
人材育成や福利厚生など一定の要件を満たす場合に
は、控除率が上乗せされ、最大で給与等支給額の増
加額の35%を税額控除されることとなります（ただし、
控除上限額は法人税額の20％となります）。
　先述の「中堅企業向け」と同様に、「継続雇用者給与
等支給額」の増加が要件となっており、下表のとおり、
その増加率に応じて控除率が4段階に区分されています。

さん、前年度及び当年度の期間中に退職したＣさんは
「継続雇用者」に該当しません。また、Ｄさんは前年
度と当年度の期間（24か月間）に欠けることなく各
月勤務していますが、中途で定年により継続雇用制度
に移行しているため「継続雇用者」に該当しません。
③中堅企業向けと中小企業向けの選択
　このように、賃上げの要件が両制度で異なります
ので、中小企業向け制度の適用に該当しない場合で
あっても、中堅企業向け制度の適用に該当する場合
もあります。
　具体的には、中小企業向けは雇用者給与等支給額
（全雇用者に対する給与等の支給額）で判定するため、
個々の従業員に対しては十分な賃上げを実施してい
ても、ＩＴの導入、機械による自動化、事業の見直
しによる組織再編等により従業員数が減少している
場合には該当しないケースもありますが、中堅企業
向けの適用には該当するでしょう。
　一方で、十分な賃上げを実施できていない企業で
も、事業の拡大等により従業員数が大きく増加して
いる場合には、中小企業向けの適用に該当するケー
スもあります。

④上乗せ要件（教育訓練費）
　教育訓練費の内容は先述の中小企業向けと同様です
が、上乗せ要件が前年度比で10％以上増加となってお
り、中小企業向けと比べて加重されています。
⑤上乗せ要件（子育て支援策等）
　子育て支援策等に対するの上乗せについては中小企
業向けと同様に「くるみん」又は「えるぼし」のいずれ
かの認定が上乗せの要件となっていますが、中小企業
向けと比べて高い基準が必要となっています。

⑥具体例
　中堅企業向けを適用する場合の具体例は、以下のよ
うになります。

【両制度の具体的な検討】
検討内容企業の現況

十分な賃上げを実施したが、自動化
等により総人件費が減少している

賃上げは不十分だが、事業拡大によ
り総人件費が増加している

賃上げを実施し、従業員数にもあま
り増減が無い

中堅企業向けに該当
する可能性を検討

中小企業向けに該当
する可能性を検討

両制度を検討し有利
な方を摘要

適用要件認定制度

プラチナくるみんくるみん

三段階目以上えるぼし

＜賃上げ及び教育訓練を実施した場合の例＞
・  賃上げにより継続雇用者への給与等支給額が前年比で500 
　万円増加（増加率3.0％以上）
・  従業員に対する研修等により、教育訓練費が前年比で10％
　以上増加（かつ全雇用者への給与等支給額の0.05％以上）
・  控除率＝10％（通常要件）＋5％（上乗せ要件）＝15％

①税引前当期利益5,000万円、法人税（減税前）1,200万円の場合
　税額控除額＝500万円×15％＝75万円
　控除限度額＝1,200万円×20％＝240万円⇒減税額75万円

②税引前当期利益1,500万円、法人税（減税前）300万円の場合
　税額控除額＝500万円×15％＝75万円
　控除限度額＝300万円×20％＝60万円⇒減税額60万円※

※控除しきれない15万円の繰越はなし

【大企業向けの適用要件と控除率】
適用要件

通常
要件

10％

15％

＋5％

＋5％

上乗せ
要件

控除率

継続雇用者の給与等支給額が前年度と
比べて3.0%以上増加

継続雇用者の給与等支給額が前年度と
比べて4.0%以上増加

20％

25％

継続雇用者の給与等支給額が前年度と
比べて5.0%以上増加

継続雇用者の給与等支給額が前年度と
比べて7.0%以上増加

教育訓練費の額が前年度と比べて10％
以上増加し、かつ、全雇用者に対する給
与等支給額の0.05％以上であること

企業の子育て支援策等に対する所定の
認定
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　通常要件の控除率は、「継続雇用者給与等支給額」
の増加率が7％以上の時に最大で25％となっています。
中堅企業向けでは、「継続雇用者給与等支給額」の増
加率が4％以上の時に最大で25％となりますので、一
般的な中小企業は中小企業向けと中堅企業向けの選択
となり、大企業向けは大企業の子会社や関連会社が選
択する制度となるでしょう。
　なお、大企業向けについても「繰越税額控除制度」
は設けられていませんので留意してください。
②上乗せ要件
　教育訓練費については中堅企業の要件と同じで、子
育て支援策に等に対する上乗せについては同様に「く
るみん」又は「えるぼし」のいずれかの認定が要件となっ
ていますが、大企業向けでは最も高い基準の認定が必
要となっています。

（５）まとめ	
　上述のように、各制度において適用要件や控除率が
異なりますので、いずれが適用可能かを検討しておく必
要があり、複数の制度を適用可能な場合にはいずれが
有利かを検討する必要があります。

　なお、上記の制度は2024年4月1日以後に開始する
事業年度から適用になります。2024年3月31日までに
開始する事業年度においては、改正前の制度（下表参
照）が適用され、適用要件や控除率が異なりますので
留意してください

２．賃上げが要件となる補助金　　　　　　　
　ここからは、賃上げが要件となる中小企業向け補助
金の代表的なものとして、「ものづくり補助金」「中小企
業省力化投資補助金」「大規模成長投資補助金」につ
いて、その概要を紹介します。

（１）ものづくり補助金
　「ものづくり補助金（ものづくり・商業・サービス生産
性向上促進補助金）」とは、中小企業者等が今後複数
年にわたり相次いで直面する制度変更（働き方改革や
被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等）
等に対応するため、中小企業等が取り組む革新的サー
ビス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うた
めの設備投資等を支援する補助金です。
　国の予算措置により、不定期で公募が行われ、2024
年3月の第18次公募では4つの申請枠があり、それぞ
れの対象設備等は下表の通りでした。

　上記のように、補助上限額及び補助率も高く、中小
企業が設備投資をする際には、優先的に検討すべき補
助金と言えます。
●基本要件
　応募に際しては、以下の基本要件を満たす3から5
年の事業計画を策定する必要があります。

適用要件認定制度

プラチナくるみんくるみん

プラチナえるぼしえるぼし

賃上げの内容

中小
企業

中堅
企業

大企業

不要 摘要あり

なし

なし

マルチス
テークホルダー

方 針

全雇用者の給与等支給額
の増加率が1.5％以上

継続雇用者の給与等支給
額の増加率が3.0％以上

繰越控除
制度

継続雇用者の給与等支給
額の増加率が3.0％以上

一定規模以
上の企業は
必要

一定規模以
上の企業は
必要

【中小企業向け（2024年3月31日までに開始する事業年度）】
適 用要件

通常
要件 15％

＋15％

＋10％

上乗せ
要件

控除率

全雇用者の給与等支給額が前年度と比
べて1.5%以上増加

全雇用者の給与等支給額が前年度と比
べて2.5%以上増加

教育訓練費の額が前年度と比べて10％
以上増加していること

補助対象設備申請枠

省力化
（オーダー

メイド）
枠

750万～
8,000万円

750万～
1,250万円

1,000万～
2,500万円

3,000万円

1／2

1／2

補助上限額
※１

人手不足の解消に向けて、
デジタル技術等を活用した
専用設備(オーダーメイド設
備)の導入等により、革新的
な生産プロセス・サービス
提供方法の効率化・高度化
を図る取り組みに必要な設
備・システム投資等

革新的な製品・サービス開
発の取り組みに必要な設
備・システム投資等

補助率
※2

2／3

今後成長が見込まれる分野
(DX・GX)に資する革新的な
製品・サービス開発の取り
組みに必要な設備・システ
ム投資等

グローバル枠 1／2
海外事業を実施し、国内の
生産性を高める取り組みに
必要な設備・システム投資等

製 品・サー
ビス高付加
価 値 化 枠

（通常類型）

製品・サー
ビス高付加
価 値 化 枠

（成長分野
進出類型）

※1．大幅賃上げに係る補助上限額の引き上げの特例により、各申請枠に
　　100万円から2,000万円の上乗せあり（申請枠、従業員規模等による）
※２．小規模事業者等において補助率が2/3となる申請枠がある

　＜提出する事業計画の基本要件＞
事業者全体の付加価値額を年平均成長率3％以上増加・

給与支給総額を年平均成長率1.5％以上増加・

事業場内最低賃金（事業場内で最も低い賃金）を地域別最
低賃金+30円以上の水準にする
・
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　通常要件の控除率は、「継続雇用者給与等支給額」
の増加率が7％以上の時に最大で25％となっています。
中堅企業向けでは、「継続雇用者給与等支給額」の増
加率が4％以上の時に最大で25％となりますので、一
般的な中小企業は中小企業向けと中堅企業向けの選択
となり、大企業向けは大企業の子会社や関連会社が選
択する制度となるでしょう。
　なお、大企業向けについても「繰越税額控除制度」
は設けられていませんので留意してください。
②上乗せ要件
　教育訓練費については中堅企業の要件と同じで、子
育て支援策に等に対する上乗せについては同様に「く
るみん」又は「えるぼし」のいずれかの認定が要件となっ
ていますが、大企業向けでは最も高い基準の認定が必
要となっています。

（５）まとめ	
　上述のように、各制度において適用要件や控除率が
異なりますので、いずれが適用可能かを検討しておく必
要があり、複数の制度を適用可能な場合にはいずれが
有利かを検討する必要があります。

　なお、上記の制度は2024年4月1日以後に開始する
事業年度から適用になります。2024年3月31日までに
開始する事業年度においては、改正前の制度（下表参
照）が適用され、適用要件や控除率が異なりますので
留意してください

２．賃上げが要件となる補助金　　　　　　　
　ここからは、賃上げが要件となる中小企業向け補助
金の代表的なものとして、「ものづくり補助金」「中小企
業省力化投資補助金」「大規模成長投資補助金」につ
いて、その概要を紹介します。

（１）ものづくり補助金
　「ものづくり補助金（ものづくり・商業・サービス生産
性向上促進補助金）」とは、中小企業者等が今後複数
年にわたり相次いで直面する制度変更（働き方改革や
被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等）
等に対応するため、中小企業等が取り組む革新的サー
ビス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うた
めの設備投資等を支援する補助金です。
　国の予算措置により、不定期で公募が行われ、2024
年3月の第18次公募では4つの申請枠があり、それぞ
れの対象設備等は下表の通りでした。

　上記のように、補助上限額及び補助率も高く、中小
企業が設備投資をする際には、優先的に検討すべき補
助金と言えます。
●基本要件
　応募に際しては、以下の基本要件を満たす3から5
年の事業計画を策定する必要があります。

適用要件認定制度

プラチナくるみんくるみん

プラチナえるぼしえるぼし

賃上げの内容

中小
企業

中堅
企業

大企業

不要 摘要あり

なし

なし

マルチス
テークホルダー

方 針

全雇用者の給与等支給額
の増加率が1.5％以上

継続雇用者の給与等支給
額の増加率が3.0％以上

繰越控除
制度

継続雇用者の給与等支給
額の増加率が3.0％以上

一定規模以
上の企業は
必要

一定規模以
上の企業は
必要

【中小企業向け（2024年3月31日までに開始する事業年度）】
適 用要件

通常
要件 15％

＋15％

＋10％

上乗せ
要件

控除率

全雇用者の給与等支給額が前年度と比
べて1.5%以上増加

全雇用者の給与等支給額が前年度と比
べて2.5%以上増加

教育訓練費の額が前年度と比べて10％
以上増加していること

補助対象設備申請枠

省力化
（オーダー

メイド）
枠

750万～
8,000万円

750万～
1,250万円

1,000万～
2,500万円

3,000万円

1／2

1／2

補助上限額
※１

人手不足の解消に向けて、
デジタル技術等を活用した
専用設備(オーダーメイド設
備)の導入等により、革新的
な生産プロセス・サービス
提供方法の効率化・高度化
を図る取り組みに必要な設
備・システム投資等

革新的な製品・サービス開
発の取り組みに必要な設
備・システム投資等

補助率
※2

2／3

今後成長が見込まれる分野
(DX・GX)に資する革新的な
製品・サービス開発の取り
組みに必要な設備・システ
ム投資等

グローバル枠 1／2
海外事業を実施し、国内の
生産性を高める取り組みに
必要な設備・システム投資等

製 品・サー
ビス高付加
価 値 化 枠

（通常類型）

製品・サー
ビス高付加
価 値 化 枠

（成長分野
進出類型）

※1．大幅賃上げに係る補助上限額の引き上げの特例により、各申請枠に
　　100万円から2,000万円の上乗せあり（申請枠、従業員規模等による）
※２．小規模事業者等において補助率が2/3となる申請枠がある

　＜提出する事業計画の基本要件＞
事業者全体の付加価値額を年平均成長率3％以上増加・

給与支給総額を年平均成長率1.5％以上増加・

事業場内最低賃金（事業場内で最も低い賃金）を地域別最
低賃金+30円以上の水準にする
・
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外部寄稿

　なお、上記要件の「給与支払総額」とは、全従業員（非
常勤を含む）及び役員に支払った給与等（給料、賃金、
賞与及び役員報酬等）であり、賃上げ促進税制におけ
る範囲と異なりますので留意してください。
●大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例
　基本要件に加えて、以下の要件を満たす事業計画
を策定している場合には、補助上限額が引上げられ
ます。

　なお、この追加要件が未達の場合には、通常の補助
上限額との差額分について、補助金を返還する必要が
あります。
●審査
　ものづくり補助金は公募による申請が審査され、こ
れまでの採択率は概ね50％で推移しています。この審
査では技術面、事業化面、政策面が評価されますが、
加点項目の1つとして「賃上げ加点」があり、「給与支給
総額の増加」、「事業場内最低賃金の水準」が加点の対
象となります。
　加点の詳細は公開されていませんが、申請に対する
採択率が概ね50％で推移しているなかで、一般的に、
加点された事業者が採択されやすくなると見られてい
ます。

（２）中小企業省力化投資補助金
　「中小企業省力化投資補助金」は、中小企業等の
売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足
に悩む中小企業等に対して、IoT、ロボット等の人手
不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事
業費等の経費の一部を補助することにより、簡易で
即効性がある省力化投資を促進し、中小企業等の
付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げに
つなげることを目的としています。
　この制度では、省力化に資するとして中小企業庁
が認定した製品カテゴリに属する製品であり、工業会
及び中小企業省力化投資補助金事務局の審査により
省力化基準を満たすとされ、さらに中小企業庁が承
認したものが、中小企業省力化投資補助金事務局の
カタログに登録され、ホームページに掲載されます。
　中小企業は、このカタログに掲載された機械等の
設備投資を行う場合に補助の対象となります。

　補助率及び補助上限額は、従業員数に応じて下表の
とおりとなっています。

　なお、大幅な賃上げを実施する場合には、補助上限
額が1.5倍となります。
●基本要件
　この補助金によりカタログに登録された省力化製品
を導入する際には、機械等の販売事業者と共同で事業
計画の策定及び申請を行う必要がありますが、事業計
画では下表の目標に対して各要件を満たす必要があり
ます。

　なお、上記要件の「給与支払総額」は、「ものづくり
補助金」の要件と同様に、全従業員（非常勤を含む）
及び役員に支払った給与等（給料、賃金、賞与及び役
員報酬等）とされています。
●人手不足の状態にあることの確認
　このほか、この補助金は人手不足に対応する省力化
に対する補助を目的としたものであることから、企業が
人手不足の状態にあることを確認するものとして、以下
のいずれかの資料等により事業計画で説明する必要が
あります。

●審査
　補助金の審査においては、省力化の効果のほか、賃
上げへの取組み状況が着眼点として挙げられています。
　この補助金は、事務局のカタログに掲載された工業
製品（機械等）であれば補助の対象となり、販売者と
の共同申請であることから、申請に当たっての企業負担
が大きくありません。このため、導入を検討している機
械等がカタログに掲載されている場合には、積極的に
活用を検討すべきでしょう。

応募時に上記の達成に向けた具体的かつ詳細な事業計画
の提出
・

　＜特例を申請するための要件＞
基本要件に加え、給与支給総額を更に年平均成長率4.5％
以上（合計で年平均成長率6%）増加
・

基本要件に加え、毎年、事業場内最低賃金を年額+50円以
上増額
・

従業員数
5人以下

6～20人

21人以上

補助率

１／２以下

補助上限額
200万円

500万円

1,000万円

基本要件

労働生産性

目標項目

賃上げ

補助事業終了後3年間で、申請時と比較して労働
生産性を年平均成長率（CAGR）3.0％以上向上

事業場内最低賃金を45円以上増加させ、また、
給与支給総額を6%以上増加させること

　＜人手不足を確認する資料＞
限られた人手で業務を遂行するため、直近の従業員の平均
残業時間が30時間を超えている
・

整理解雇に依らない離職・退職によって従業員が前年度比
で5％以上減少している
・

採用活動を行い求人を掲載したものの、充足には至らなかった・
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（３）大規模成長投資補助金
　「大規模成長投資補助金（中堅・中小企業の賃上
げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金）」は、
中堅・中小企業が、持続的な賃上げを目的として、
足元の人手不足に対応した省力化等による労働生産
性の抜本的な向上と事業規模の拡大を図るために行
う、工場等の拠点新設や大規模な設備投資に対し
て補助を行う制度です。
　補助額も大きく、事業規模拡大や新規事業投資
に伴う工場の新設など、10億円以上の大規模な設
備投資を行う際には検討すべき補助金と言えます。
　常時使用する従業員数が2,000人以下の中堅・中
小企業が対象ですが、一定の要件を満たす場合、
中堅・中小企業を中心とした共同申請（最大10社ま
でのコンソーシアム形式）も対象となります。
　この補助金の補助率は１／3以下、補助上限額は
50億円となっており、大規模な設備投資が対象とな
ります。
●申請要件
　申請にあたっては、作成する事業計画が下表の要
件を満たす必要があります。

　上記のように、事業場所の最低賃金の上昇率（茨
城県の場合は3.0％）以上に賃上げを実施する必要
があるほか、その賃上げ目標を従業員等に表明の上、
達成することが要件となっています。
　なお、目標を従業員等に表明しなかった場合や1
人当たり給与支給額が、申請時の1人当たり給与支
給額を下回っている場合、目標が未達成となった場
合には、補助金返還が必要となる場合がありますの
で留意する必要があります。
●補助対象経費
　補助の対象となる経費は下表のとおりであり、土
地は対象外となっていますが、建物が含まれる点が
他の補助金とは大きく異なる特徴です。注意点として、
交付決定より前に契約（発注含む）を行った経費が
補助対象外となることが挙げられます。例えば、不
動産売買契約等に基づき手付金を支払っている場合
などは本補助金の対象外となります。
●審査
　書面審査及び外部有識者へのプレゼン審査等を
経て採択されますが、審査に際しては、経営力、先
進性・成長性、地域への波及効果、費用対効果、

実現可能性が定量的、定性的にそれぞれ評価され、
採択事業者が決定されます。
　また、申請に際して金融機関による確認書が提出
され、当該金融機関の担当者がプレゼン審査に同
席した場合には審査で加点されます。

おわりに　　　　　　　　　　　　　　　　
　中小企業では、いち早く進む地方における高齢化に
よる労働力不足という課題に直面していますが、人材確
保や人材流出防止は企業の持続可能性を左右する問題
となっています。
　労働力市場は売手市場となっているなか物価高騰と
も重なり、継続的な賃上げは中小企業にとっても不可
欠な状況となっています。賃上げ促進税制を活用する
ほか、各種補助金制度を活用し、省力化、生産性の向
上から賃上げにつなげるサイクルを構築していく必要が
あるでしょう。
　なお、本誌を編集している筑波総研（株）では、認
定経営革新等支援機関として各種補助金制度の申請支
援を行っています。これらの補助金の活用を検討する
際には、担当者等に相談してはいかがでしょうか。

※各補助金の詳細や最新の募集スケジュール等については下記
のホームページをご参照ください。
（ものづくり補助金）
　https://portal.monodukuri-hojo.jp/
（中小企業省力化投資補助金）
　https://shoryokuka.smrj.go.jp/
（大規模成長投資補助金）
　https://seichotoushi-hojo.jp/

要件

投資規模

項目

賃上げ

投資額10億円以上

補助事業の終了後3年間の対象事業に関わる従
業員等1人当たり給与支給総額の年平均上昇率
が、事業実施場所の都道府県における直近5年
間の最低賃金の年平均上昇率以上

【補助対象となる経費】
補助対象の内容項目

建物費

専ら補助事業のために使用される事務所、生産
施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業
場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認め
られる建物の建設、増築、改修、中古建物の取得
に要する経費（単価100万円（税抜き）以上）

機械装置費
専ら補助事業のために使用される機械装置、工
具・器具（測定工具・検査工具等）の購入、製作、
借用に要する経費（単価100万円（税抜き）以上）

ソフトウェア費
専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェ
ア・情報システム等の購入・構築、借用、クラウドサー
ビス利用に要する経費（単価100万円（税抜き）以上）

外注費 補助事業遂行のために必要な加工や設計、検査
等の一部を外注（請負・委託）する場合の経費

専門家経費 補助事業遂行のために依頼した専門家に支払わ
れる経費

筑波経済月報　　2024年6月号24


